
令和３年９月７日 

（公財）日本医療保険事務協会 

 

第 31 回診療報酬請求事務研修会の受講者へお願いする注意事項 

 

 

 第 31 回診療報酬請求事務研修会を受講される方は、研修日当日に万全の体調

で臨めるよう感染予防・健康管理に十分注意するとともに、新型コロナウイルス

感染症（以下「感染症」という。）の感染拡大防止及び受講者の皆さんの安全確

保のため、下記の事項にご注意いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 検温の実施、体調不良の方の受講  

 ⑴ 研修会当日の朝、各自必ず検温を実施した上で、自身の健康状態を確認し

てください。 

 ⑵ 政府等から示されてる感染症についての相談・受診の目安等を踏まえ、次

に該当する方は、他の受講者への感染のおそれがあるため、受講できません。 

  ① 感染症に罹患し、治癒していない方 

  ② 息苦しさ、強いだるさ（倦怠感）、37.5 度以上の発熱や咳等の風邪の症

状のいずれかがある方 

  ③ 感染症感染者（疑いのある場合も含む。）と接触があり、医師又は保健

所等の指示により試験日時点で自宅待機となっている方 

  ④ 過去 14 日以内に政府から入国制限・入国後の観察期間が必要と発表さ

れている国・地域等への渡航歴がある方 

 ⑶ 研修会当日、会場内において検温を行います。検温時に 37.5 度以上の発

熱が認められた場合は受講できません。 

 ⑷ 上記⑵及び⑶に該当しない場合であっても、研修会当日、体調が優れない

方は受講を控えてください。 

   また、心臓病・糖尿病・高血圧症などの基礎疾患がある方も、今回は受講

を見送ることをお勧めします。 

 ⑸ 研修会当日、研修会場内において咳を繰り返すなどの症状が見られる方に

は、事務局担当者の判断で受講をお断りすることがあります。 

 ⑹ 研修会受講中に体調不良を感じた場合は、直ちにその旨を事務局担当者に

申し出てください。 

２ マスクの着用、手指消毒の実施  

 ⑴ 研修会当日、会場内では感染予防のため、マスクを必ず着用してください。

マスクを着用していない場合は入場できません。 

 ⑵ 研修会場への入場前には、手指消毒を徹底してください。 



 

 

３ 研修会場内の混雑緩和等  

 ⑴ 研修会当日、入場時及びトイレ混雑時に行列ができる場合には、他の受講

者との間に十分な距離（できれば 2ｍ、最低１ｍ）を保ってお並びください。 

 ⑵ 研修会場では休憩時間であっても他者との会話は極力自粛してください。 

４ 研修会場内の換気  

  研修会場内では、窓やドアを定期的に開放するなど、外気を取り入れる換気

を行います。 

５ 研修会実施時の対応  

  研修会の実施に当たっては、上記のほか、次に掲げる感染予防対策を講じま

す。 

 ⑴ 感染予防のため、事務局担当者もマスク又はフェイスシールドを着用しま

す。 

 ⑵ 研修会場内の入口に、手指等消毒液を配備します。手指等消毒液は、アル

コール消毒液を準備する予定ですが、アルコール消毒液が体質上合わない方

におかれましては、ご自身の体質に合った携帯用除菌スプレー（除菌シート）

や手袋等を持参されるようお願いします。 

６ その他  

 ⑴ 感染拡大防止対策の徹底に関して、本注意事項に記載した事項を守らない

場合は、受講をお断りすることがありますので、ご注意ください。 

 ⑵ 研修会場は２階となります。エレベーターを利用される場合は、利用者同

士が過密とならないようご配慮願います。 

 ⑶ 保健所等の公的機関からの要請により、氏名、連絡先等が提供され得るこ

とを予めご了承ください。 

 



■はじめに

本ガイドラインは、当社運営施設をご利用の皆様及び来場者の皆様の感染防止のために、
「事業者向け東京都感染拡大防止ガイドライン」等を踏まえ、
当社が実施する対策及びご利用者である主催者様に実施を依頼する対策をまとめたものです。
ご利用に際し、以下の内容をご理解の上遵守頂きますようお願いいたします。

【参考URL】
「事業者向け東京都感染拡大防止ガイドライン～『新しい日常』の定着に向けて～第3.2版」
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1009757/1012758.html

「事業者向け東京都感染拡大防止ガイドブック」
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1008262/1008459/index.html
※本ガイドラインのイラストにつきましては上記ガイドブックより抜粋引用しております。

デイ・ナイト株式会社運営施設における
新型コロナウィルス感染拡大防止のガイドライン

（令和3年3月22日版）

出典：「事業者向け東京都感染拡大防止ガイドブック」

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1009757/1012758.html
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1008262/1008459/index.html


■当社が実施する感染防止対策

◇ご利用備品の消毒
椅子、机等の清掃・消毒
マイクの消毒及び消毒済みビニールの設置

【ご利用者に対して】

◇飛沫対策備品の貸し出し及び販売
飛沫防止受付台、アクリル板、非接触体温計及びサーモグラフィー等

◇ガイドラインに沿ったレイアウトのご提案
各施設毎に推奨レイアウトを準備しております。

【啓蒙活動】
◇当社HP、施設内ポスター、サイネージ等において
感染拡大防止策に関する来場者への周知徹底

【施設として】

【施設スタッフ】

◇内覧等お客様との近距離接触時のフェイスシールドの着用



■主催者にお願いする具体的な感染防止対策

【全期間中】

□ 会場とのガイドラインに沿った運営方法の確認を行ってください

【利用前】
□ 感染防止対策について、マニュアルを作成し、関係者への周知徹底を図る。
□ 最大収容者数の設定と対応したレイアウト及び対策を当社と事前確認

・設置する客席は、人と人との間隔を十分確保したレイアウト
・控室等の、関係者（出演者含む）が密にならない部屋割り
・受付や物販等の待機列が予想される場所では、人と人の間隔を十分確保できる会場運営計画
・登壇者（演者）と客席との間隔の確保又は飛散防止対策（パネル設置）の実施
・出演者が、演出上マスクを着用できない場合は、別途感染防止対策を講じる。
・演者と観客の接触（出入り待ちや握手会）を避ける

□ WEBやSNS等を活用した来場者及び関係者に向けて感染防止対策事前告知の実施
・ 検温を実施し、発熱者及び体調不良者の入場制限
・ マスクの着用を義務付ける（非着用者は入場を制限）
・ 手指の消毒、手洗い、うがいの励行
・ 37.5 度以上の熱がある、風邪の症状がある、息苦しさや強いだるさ等の症状がある場合は、
来場を自粛するよう強く求める。

□ 参加者（出展者・来場者・施工会社等）の氏名、連絡先の把握

※万が一コロナ感染者がでた場合、関係機関への提供のため



■主催者にお願いする具体的な感染防止対策

【利用時】

□ 来場者及び関係者に対して検温を実施し、37.5 度以上の熱がある、風邪の症状がある、
息苦しさや強いだるさ等の症状がある者の入場を制限

□ 入場者数を把握し、収容人数を超えた場合には入場制限の実施
□ スタッフと来場者の接触を極力避ける
・手渡しによる対応など人と人が対面する場合は、必要に応じ、
アクリル板・ビニールカーテン等の設置やスタッフの手袋着用

・キャッシュレス決済等の導入
□ 来場者への説明や案内は、「フェイスシールド・マスク」など感染防止を徹底した上で実施
□ 一方通行等の強制動線は、密を避ける別通路への抜け道・広場に可能な限り設置
□ 出来る限り休憩を増やし、お手洗いや休憩場所の利用を分散
□ 休憩時など出来る限り、扉開放などでこまめな換気を実施

【その他】

□ 感染疑い者、または感染者が出た場合、
保健所等の公的機関による聞き取りに協力し、
必要な情報の提供。

また、その旨を必ず当社に連絡し、
情報の共有を図る。
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